
（各課様式１） 

予 算 要 求 資 料 

令和３年度当初予算   支出科目  

款：教育費  項：高等学校費   目：高等学校総務費 

款：教育費  項：特別支援教育費 目：特別支援教育総務費 

事業名 県立学校部活動指導員・部活動アシスタント設置費 

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）  

   教育委員会教職員課 高等学校係 電話番号：058-272-1111（内 3528） 

       E-mail： c17766@pref.gifu.lg.jp 

 

１ 事業費        186,120 千円（前年度予算額：186,434 千円） 

＜財源内訳＞  

 

区 分 

 

事業費 

財    源    内    訳 

国 庫 

支出金 

分担金 

負担金 

使用料 

手数料 

財産

収入 
寄附金 その他 県 債 

一 般 

財 源 

前年度 186,434 0 0 0 0 0 0 0 186,434 

要求額 186,120 0 0 0 0 0 0 0 186,120 

決定額 186,120 0 0 0 0 0 0 0 186,120 

２ 要求内容 

（１）要求の趣旨（現状と課題） 

    教職員の長時間勤務の主な要因となっている部活動に関しては、２０１

８年度に適切な活動時間例や休養日等を定めた「高等学校部活動ガイドラ

イン」を策定し、部活動の運営適正化に取り組んでいる。 

    また、多数の教職員が部活動顧問としての役割を担っている現状を踏ま

え、部活動の技術面での指導や顧問の補佐的業務を担う、部活動アシスタ

ントを高等学校、特別支援学校にそれぞれ配置するなど、外部人材を活用

した教員業務の負担軽減措置を講じている。令和元年度は、更なる負担軽

減措置として、単独での部活動の引率や指導を行う、部活動指導員をモデ

ル校１５校（高等学校）に配置した。令和２年度は、部活動指導員を全県

立高等学校６４人に拡充して配置し、その効果検証を行ってきた。 

    その結果、部活動指導員配置校において部活動にかかる時間外が、７～

８月の平均で前年比５時間２７分の削減（未配置校：５時間８分）となり

効果が表れている。 

 

 



 

 

（２）事業内容 

   県立高等学校に、部活動指導員６４名、部活動アシスタント６６名を各校

に配置する。 

（３）県負担・補助率の考え方 

    県 10/10 

（４）類似事業の有無 

   「運動部指導者派遣・研修事業」 

    １００名の社会人指導者を、高等学校（特別支援学校高等部を含む）へ 

年間２４回継続で派遣するとともに、派遣する指導者に対し、研修会を実 

施する。（教育委員会事務局体育健康課所管事業） 

 

３ 事業費の積算内訳 

事業内容 金額 事業内容の詳細 

報酬 

 

 

 

 

165,457  

 

 

 

 

部活動指導員@2,000 円×12 時間/週×40 週×64 人→61,440 千円 

部活動アシスタント 

高校 @1,470 円×27 時間/週×37 週×66 校→96,923 千円 

特支 @1,470 円× 2 時間/週×35 週× 8 人→   824 千円 

地域手当                  →  4,777 千円 

勤勉手当                  → 1,493 千円 

職員手当 2,004  期末手当                  → 2,004 千円 

共済費 557  部活動指導員          70,628 千円×0.3%   → 212 千円 

部活動アシスタント 高校 114,014 千円×0.3%  → 342 千円 

          特支     955 千円×0.3%  →   3 千円 

旅費 18,102 部活動指導員                → 5,492 千円 

部活動アシスタント 高校          → 12,504 千円 

          特支          →  106 千円 

合計 186,120  

 決定額の考え方  

 

 

 

４ 参考事項 

（１）各種計画での位置づけ 

   ・第３次岐阜県教育ビジョン「基本方針４ 勤務環境の改革と教職員の資

質向上 目標２０ 長時間勤務・多忙化解消に向けた取組の推進」 

   ・教職員の働き方改革プラン２０２０ 

（２）事業主体及びその妥当性 

対象が県立学校であることから妥当 



 

 

 

事 業 評 価 調 書（県単独補助金除く） 
□  新 規 要 求 事 業  

■  継 続 要 求 事 業 

 

１ 事業の目標と成果 

（事業目標） 

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 

・部活動指導のあり方を見直し、効果的な部活動指導員配置を行う。 

正規の勤務時間外に在校等する時間（時間外在校等時間）が、月４５時間、

年３６０時間を超える者をゼロとすることを目指す。 

（目標の達成度を示す指標と実績） 

指標名 事業開始前 指標の推移 現在値 

(前 々 年 度 末 時 点 )  

目 標 達成率 

時間外在校等時間

の月４５時間超過

者の割合 

46.6％ 

(H30.9) 

31.7％ 

（R1.9） 

11.8％ 

（R2.9） 

0.0％ 

（R5） 

 

 

 

 

○指標を設定することができない場合の理由 

（前年度の取組） 

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 

全県立高等学校６４校に、単独指導や単独引率が可能な部活動指導員を配

置し、教員の部活動に係る業務を軽減 

（前年度の成果） 

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 

部活動顧問、部活動指導員の各々の業務のあり方と、役割分担の明確化 

教員の部活動に係る業務の負担軽減 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 事業の評価と課題 

（事業の評価） 

・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） 

○：必要性が高い、△：必要性が低い  

(評価) 

 

○ 

 

部活動指導員の配置により、教員が必ず一人は部活動についてい

なければならない制約がなくなり、本来教員が担うべき業務に専

念できる環境を整備する上で効果があり、「教員の働き方改革プラ

ン２０２０」の着実な実行を図る上で必要性が高い。 

・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） 

 ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得

られていない  

（評価） 

 

○ 

 

部活動指導員による単独指導の時間により、部活動指導における

教員の負担は確実に軽減されている。また、部活動指導の時間を

本来の業務に充てることで、部活動顧問本人のみならず、チーム

で取り組む業務の効率化も進められており、時間外在校等時間が

月４５時間超過者の減少に寄与している。 

・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） 

 ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある  

(評価) 

○ 

実施状況と効果について検証したうえで、より効果的な取組を推

進している。 

（今後の課題） 

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 

 部活動指導員と部顧問や学校との連携を密にし、人材の確保とガイドライ

ンの順守やより効果的な部活動指導員の活用方法を検討することが必要。 

 

（次年度の方向性） 

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今

後どのように取り組むのか 

主に部活動に起因する学校現場における多忙化解消を目的とし、「教員の働き

方改革プラン２０２０」の着実な実行を図るために、県内の県立高等学校全

体へ普及させ人材確保と共に部活動指導員の定着を図る。 

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果） 

組み合わせ予定のイベント又

は事業名及び所管課 

 

【○○課】 

組み合わせて実施する理由や

期待する効果 など 

 

 


